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○ 特定接種は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２８条に基づいて実施されるものである。また、政府行動計
画やガイドラインに、接種対象となる業種、接種順位の基本的な考え方、登録の要件・基準などが定められている。

これらをふまえて、厚生労働大臣は、登録の基準、方法を告示で定めている。

指示
厚生労働

大臣
実施

・登録事業者（医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に
寄与する業務を行う事業者で、厚生労働大臣の登録を受け
ているもの）の従業員に対する特定接種の実施

・対策の実施に携わる国家公務員に対する特定接種の実施

都道府県知事

市町村長

対策の実施に携わる地方公務
員に対する特定接種の実施

※ 登録事業者、都道府県、市町村は接種や登録に協力

政府対策本部

本部長
（内閣総理大臣）

指示

特定接種の概要
新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を
行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種

接種のイメージ

実施

根拠等

1

○ 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時においても、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する
業務を継続的に実施する努力義務が課される。（特措法第４条第３項）

○ 実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基
本的対処方針によって決定される。そのため、厚生労働大臣の登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施
対象となるわけではない。

留意点



特定接種の接種対象業種と接種順位の考え方

○ 政府行動計画において、特定接種の登録対象となる業種等を下表のとおりとするとともに、接種
順位は、下表のグループ①（医療分野）からの順とすることを基本とされている。

※ 実際の特定接種対象者の範囲や接種順位等については、新型インフルエンザ等発生時に、政府対
策本部において、発生状況等に応じて柔軟に決定することとされている。

類型 業種等 接種順位

（
Ａ
分
野
）

医
療
分
野

新型インフルエンザ等医療型
（Ａ－１）

新型インフルエンザ等医療
グループ

①重大・緊急医療型
（Ａ－２）

重大・緊急医療

新型インフルエンザ等対策の実施
に携わる公務員

新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる業務に従事する者
国民の緊急の生命保護と秩序の維持を目的とする業務や国家の危機管理に関する業務に従
事する者

グループ

②

（
Ｂ
分
野
）

国
民
生
活
・
国
民
経
済
安
定
分
野

介護・福祉型（Ｂ－１） サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある介護・福祉事業所

グループ
③

指定公共機関型

（Ｂ－２）

医薬品・化粧品等卸売業、医薬品製造業、医療機器修理業・医療機器販売業・医療機器賃
貸業、医療機器製造業、ガス業、銀行業、空港管理者、航空運輸業、水運業、通信業、鉄
道業、電気業、道路貨物運送業、道路旅客運送業、放送業、郵便業

指定公共機関同類型

（Ｂ－３）

医薬品・化粧品等卸売業、医薬品製造業、医療機器修理業・医療機器販売業・医療機器賃
貸業、医療機器製造業、映像・音声・文字情報制作業、ガス業、銀行業、空港管理者、航
空運輸業、水運業、通信業、鉄道業、電気業、道路貨物運送業、道路旅客運送業、放送業、
郵便業

社会インフラ型
（Ｂ－４）

金融証券決済事業者、石油・鉱物卸売業、石油製品・石炭製品製造業、熱供給業、

その他（Ｂ－５）
飲食料品卸売業、飲食料品小売業、各種商品小売業、食料品製造業、石油事業者、その他
の生活関連サービス業、その他小売業、廃棄物処理業

グループ
④

（注）登録事業者と同様の職務を担う公務員については、それぞれ民間の事業者と同順位とする。
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対象事業者

関係府省庁等

厚生労働大臣

特定接種管理システム

※ 関係府省庁等の管理者（申請内容の確認を行う者）に、各々の業種分類を管轄するＩＤを交付。
① ホームページ等で特定接種管理システムへの登録申請要件等を公示。
② 対象事業者が各自インターネット回線を通じ、Webで必要事項（事業者の名称、所在地、登録対象業務、従業員数、

業務継続計画の作成の有無、接種実施医療機関など）を登録申請する。
③ 対象事業者から登録申請があった旨、関係府省庁等の担当者に通知。
④ 関係府省庁等は特定接種管理システムへログインし、登録申請があった事業者の登録可否について確認、必要

に応じて申請事業者へ疑義照会・差し戻し等を行う。
⑤ 関係府省庁は、厚生労働大臣へ確認した旨を通知。
⑥ 厚生労働大臣は、対象事業者へ登録した旨を通知。対象事業者へ登録番号を付与。

①ホームページ等で公示

②申請 ⑤確認結果
報告

⑥登録結果
送信（登録番
号付与）

③確認依頼 ④確認

特定接種管理システムの概要
【事業者登録業務】

①周知

注）白の矢印は、
システムによる連絡
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特定接種の手続きフロー図

（※

）

（※

）

【医療分野】

【国民経済安定分野】

４

※ 医療分野については、平成２７年中のできる限り早期に、初回対象事業者を登録予定。
※ 国民経済安定分野については、平成２７年中のできる限り早期に、事業者からの登録申請の受付
を開始予定。平成２８年の中頃に対象事業者を登録予定。
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